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第６章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 

日本内科学会をはじめとする８学会により、メタボリックシンドロームの概念が提唱

され、内臓脂肪が原因で高血糖になる糖尿病、高血圧になる高血圧症等の生活習慣

病は、内臓脂肪を減らすことにより、予防が可能であることが明らかになった。 

 

①保健師・管理栄養士等が医学的根拠に基づいた保健指導を実施すれば、内蔵

脂肪を減らすことができる。 

②対象者が健診結果から代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、

生活習慣の改善を自ら選択し、行動変容につなげることができる。 

③適度な運動と栄養改善で内臓脂肪を減少させることにより、血糖、血圧、脂質等

の検査結果を改善させることは可能である。 

 

このことから、生活習慣の改善により、若い時からの糖尿病等の生活習慣病の予

防対策を進め、糖尿病等を発症しない境界域の段階で留めることができれば、通院

患者を減らすことができ、更には重症化や合併症の発症を抑え、入院患者を減らすこ

とができ、この結果、国民の生活の質の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの

抑制を実現することが可能となる 

 

予防可能な生活習慣病を予防することによって将来の医療費の伸びを抑え、市民

（被保険者）の負担を減らし、国民皆保険制度を持続可能なものとするためには実施

主体だけでなく、市民（被保険者）の理解と実践が最も重要となる。 

 

そのため、特定健康診査等実施計画及び趣旨の普及啓発について、本市の広報

誌及びホームページへの掲載、各種通知や保健事業等の実施に併せて啓発パンフ

レット等の配布を行い、公表・周知を行う。 

 


